
 

船舶インシデント調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年９月２２日 １５時３０分ごろ 

発生場所 宮城県金華山東南東方沖 

 金華山灯台から真方位１０７°４４６海里付近   

 （概位 北緯３６°０５.０′ 東経１５０°２８.０′） 

インシデントの概要 漁船さと丸は、操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

った｡ 

インシデント調査の経過 平成３０年９月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 さと丸、１４トン 

ＫＯ２－６３０１（漁船登録番号）、個人所有 

ディーゼル機関、４サイクル、出力６１０kＷ、回転数毎分    

１,８８０、６気筒、使用燃料Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 機関長、六級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北、風速 約６.２m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過等 

 

本船は、船長及び機関長ほか６人（全員インドネシア共和国籍）が

乗り組み、操業中、機関長が、煙突から黒煙が出ているのを認め、主

機を停止し、各部点検後に主機を始動しようとしたが、始動ができな

かった。 

本船は、船長が、機関長から主機の始動ができない旨の報告を聞い

て運航を断念し、海上保安庁に救助要請を行い、巡視船にえい
．．

航され

て宮城県仙台塩釜港に入港した。 

機関修理会社担当者は、本インシデント後、主機に取り付けられて

いた燃料噴射弁６本を取り外し、開放点検したところ、燃料の噴射圧

力及び噴霧状態が不良となっていることを認めた。 

 

主機の燃料噴射弁は、平成２９年８月の定期検査時に点検が行われ

たが、異常が認められなかった。 

分析  本船は、操業中、主機の燃料噴射弁の噴射圧力及び噴霧状態が不良

となったことから、主機の運転ができなくなり、運航不能となったも

のと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、操業中、主機の燃料噴射弁の噴射圧力

及び噴霧状態が不良となったため、主機の運転ができなくなったこと



 

により発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の燃料噴射弁は、取扱説明書の整備基準に従って定期的に点

検及び交換を行うこと。 

 


